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第４章 複合災害対策 
 
地震や風水害、火山噴火に伴う降灰被害、感染症の拡大などが同時期に重なる複合災害のリス
クも想定される。 
ここでは、複合災害に備え、留意すべき事項などの複合災害対策を示す。 
 
地震や風水害、火山噴火に伴う降灰被害、感染症の拡大など、同種あるいは異種の災害が同時

または時間差で発生した場合、被害の激化や広域化、長期化等が懸念される。こうした複合災害

を念頭に置きながら、予防、応急・復旧対策を実施する。 
 

災害類型 震災時に想定される主な複合災害 

地震 

＋風水害 

１ 地震動や液状化により堤防や護岸施設が損傷した箇所から浸水被害が拡大 

２ 避難所等を含む生活空間に浸水被害が発生 

地震 

＋火山噴火 

１ 救出救助活動や物資、燃料の搬送、災害廃棄物の撤去などの応急対策や復旧

作業が困難化 

２ 火山灰が除去される前に地震が発生すると、降灰過重により建物被害が激甚化 

地震 

＋感染拡大 

１ 感染症や食中毒が発生した場合、避難者間で集団感染が発生 

２ 救出救助活動や避難者の受入れ等で感染防止対策が必要となり、活動が長期化 

 

先発災害発生時における被害状況等を踏まえ、本冊各編に掲げてきた各種対策を確実に進め

つつ、後発災害に伴う影響なども念頭に置き、以下の点に留意する必要がある。 
 

類型 留意事項 

共通事項 １ 複合災害に対する普及啓発を図り、自助・共助の取組を促進する。 

２ 都市基盤施設の整備・耐震化など、防災・減災対策を加速化する。 

３ 様々なシナリオを想定したＢＣＰを策定し、訓練を繰り返し実施する。 

４ 避難先のさらなる確保、在宅避難・自主避難など分散避難を推進する。 

５ 夏季発災時における熱中症対策を行う。 

大規模自然

災害＋大規

模自然災害 

１ 先発災害から後発災害へのシームレスな対処計画を策定し、受援応援体制を

強化する。 

２ 後発災害のリスクや被害状況等を踏まえた被災者の移送等を検討する。 

３ 後発災害により避難生活が長期化することに伴う災害関連死を抑止するた

めの対応を行う。 

感染症対策

＋大規模災

害 

１ 災害ボランティアやエッセンシャルワーカーの行動制約下における体制を

確保する。 

２ 避難所における感染拡大による災害関連死を抑止するための対応を行う。 
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第１章 復興の基本的考え方 

大規模な災害により区の地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、区の地域

をできる限り速やかに再建するために、区は区民の生活及び都市の両面における復興計画を作

成して、都をはじめとする防災関係機関との連携の下、計画的に復興を図ることとし、平成 10

年度に「墨田区震災復興計画策定指針」を作成した。 

その後、墨田区災害復興基本条例（平成 16 年墨田区条例第 16 号）を制定するとともに、「墨

田区災害復興マニュアル」を策定した。また、平成 15 年度から 18 年度にかけて、地域住民や

各種専門家らと復興模擬訓練を実施し、復興期における体制を検証のもと、平成 19 年度、区

の復興支援及び防災まちづくり支援を行う各種専門家で構成される墨田区災害復興支援組織

を発足させた。 

また、都は平成 27 年度に東京都震災復興マニュアルの修正を行った。今後、この修正内容

を「墨田区災害復興マニュアル」に反映するなど都と連携を図るとともに、国等の動向にも注

視しながら復興対策の充実を図っていく。 

 

第１節 復興の基本理念 
復興に際しては、区民の暮らしの安定と向上を目的に、区の地域力を原動力として、従前

のコミュニティをできる限り維持しつつ、生活の再建、再度災害の防止、生活・経済環境の

向上を目指した復興を総合的に進める「暮らしの復興」を目指し、復興の課題に対し総合的・

計画的に取り組み、歴史と文化を生かした安全で住みやすい快適な環境創造を図る。 

また、「暮らしの復興」に当たっては、区民、事業者、行政等が協働して復興対策を推進

し、「墨田区基本構想」の具現化を引き続き図るものとし、加えて、大規模災害後に区民が復

興への意欲と希望を持つことができる、区民共有の「復興スローガン」を設定するものとす

る。 

 

第２節 復興の基本目標 
墨田区災害復興基本条例に定める復興の基本理念の実現を目指しながら、女性や要配慮者

等多様な視点や災害関連死対策の観点も十分踏まえつつ、従前の状態に戻ることが難しい被

災者に対する新たなコミュニティの創出や新しいライフスタイルの確立のための支援等に

ついても検討する必要がある。 

このため、被災後に策定する「墨田区災害復興基本方針」及び「墨田区災害復興計画」に

定める復興の基本目標については、実際の被災規模や被災後の諸事情や墨田区災害復興基本

条例の位置付け等も踏まえつつ新たに設定する。 

なお、復興の基本目標は、短期・中期等の具体的な目標を設定することにより、復興対策

の達成状況や効果等を把握し、新たな復興対策の立案又は復興対策の見直し等に反映する。 

※ Ⅰ-06：墨田区災害復興基本条例（別冊 P8 参照） 
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第２章 復興本部 

第１節 復興本部の設置 
災害により重大な被害を受けた場合は、被災後における復興に向けた取組を総合的かつ計画

的に推進するため、墨田区災害復興基本条例及び墨田区災害復興本部の設置及び運営に関する

規則に基づき、「墨田区災害復興本部」を設置する。 

なお、災害復興本部及び同事務局の設置に至るまでの間は、「区災害対策本部」の組織に「区

災害復興本部準備室」を設置し、復興対策に関する調整や災害復興本部設置の準備等を行い、被

災後２週間を目途に区長を本部長とする「区災害復興本部」を設置する。 

本部長は、復興に関する重要な課題について総合的な調整を行う場として、「災害復興本部会

議」を設置、招集、開催するとともに、「墨田区災害復興計画」の策定に際し、復興の目標を検

討・提言する「墨田区災害復興検討会議」を私的諮問機関として設置する。 

復興対策がおおむね完了したと認めたときには、本部長は災害復興本部を廃止する。 

※ Ⅰ-06：墨田区災害復興基本条例（別冊 P8参照）＜再掲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区災害復興本部 

※ 分掌事務は、Ⅱ-18：墨田区災害復興本部各部の職務
 

 

【「墨田区震災復興本部」等の構成】 

災害復興検討会議(本部長の私的諮問機関) 

委 員：学識経験者、区民代表者、地域団体・産業団体の代表者等 

事務局：本部事務局 

企画経営室 

ファシリティマネジメント担当 

総務部 

区民部 

地域力支援部 

産業観光部 

福祉部 

子ども・子育て支援部 

保健衛生部 

都市計画部 

危機管理担当 

都市整備部 

資源環境部 

立体化・まちづくり推進担当 

会計管理室 

教育委員会事務局 

監査委員事務局 

選挙管理委員会事務局 

区議会事務局 

諮問 答申・提言 

本部長 

（区長） 

副本部長 

(副区長､教育長) 

復興本部会議 

（本部員：各部長） 

本部事務局 

（局長：企画経営室

長） 

（別冊 P227 参照）
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 第２節 復興本部の役割及び災害対策本部との関係 
「区災害対策本部」を中心に実施する応急対策と「区災害復興本部」が実施する復興対策につ

いては、事業の連動性、整合性を図る必要がある。 

このため、応急・復旧対策のうち復興対策に影響を与えるものについては、「区災害対策本部」

と「区災害復興本部」が緊密に連携を図りながら取り組むこととする。 

 

【「区災害対策本部」と「区災害復興本部」の関係】 
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災害復興本部準備室」を設置し、復興対策に関する調整や災害復興本部設置の準備等を行い、被

災後２週間を目途に区長を本部長とする「区災害復興本部」を設置する。 

本部長は、復興に関する重要な課題について総合的な調整を行う場として、「災害復興本部会

議」を設置、招集、開催するとともに、「墨田区災害復興計画」の策定に際し、復興の目標を検

討・提言する「墨田区災害復興検討会議」を私的諮問機関として設置する。 

復興対策がおおむね完了したと認めたときには、本部長は災害復興本部を廃止する。 

※ Ⅰ-06：墨田区災害復興基本条例（別冊 P8参照）＜再掲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区災害復興本部 

※ 分掌事務は、Ⅱ-18：墨田区災害復興本部各部の職務
 

 

【「墨田区震災復興本部」等の構成】 

災害復興検討会議(本部長の私的諮問機関) 

委 員：学識経験者、区民代表者、地域団体・産業団体の代表者等 

事務局：本部事務局 

企画経営室 

ファシリティマネジメント担当 

総務部 

区民部 

地域力支援部 

産業観光部 

福祉部 

子ども・子育て支援部 

保健衛生部 

都市計画部 

危機管理担当 

都市整備部 

資源環境部 

立体化・まちづくり推進担当 

会計管理室 

教育委員会事務局 

監査委員事務局 

選挙管理委員会事務局 

区議会事務局 

諮問 答申・提言 

本部長 

（区長） 

副本部長 

(副区長､教育長) 

復興本部会議 

（本部員：各部長） 

本部事務局 

（局長：企画経営室

長） 

（別冊 P227 参照）
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 第２節 復興本部の役割及び災害対策本部との関係 
「区災害対策本部」を中心に実施する応急対策と「区災害復興本部」が実施する復興対策につ

いては、事業の連動性、整合性を図る必要がある。 

このため、応急・復旧対策のうち復興対策に影響を与えるものについては、「区災害対策本部」

と「区災害復興本部」が緊密に連携を図りながら取り組むこととする。 

 

【「区災害対策本部」と「区災害復興本部」の関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区災害対策本部】 

応急・復旧対策の実施 

災害復興本部準備室 災害復興本部事務局 

【区災害復興本部】 

復興対策の実施 

災害発生後の時間経過 
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第３章 災害復興計画の策定 

第１節 災害復興基本方針の策定 
第１項 復興の基本方針 

復興対策の基本方針は、次のとおりとする。 

１ 暫定的な生活及び生業の場を確保するなど、被災による都市・生活構造の急激な変化を

最小限に止め、できる限り被災者の経済的・身体的・精神的負荷の軽減を図る。 

２ 地域の力を最大限に引き出し、区民、事業者、ＮＰＯ、ボランティア、行政との協働に

よる地域社会の復興を推進する。 

３ 被災後における応急・復旧対策と復興対策との連携、復興対策とその後の平常時の行政

施策との連携を図る。 

４ 建物・沿道の不燃化促進や都市施設の整備、オープンスペースの確保、コミュニティ住

宅の供給等を含む密集市街地の改善・整備、まちづくりへの区民参加の促進など、区がこ

れまでに取り組んできた災害に強い地域づくりの知恵と経験を活かしていく。 

 

第２項 災害復興基本方針決定までの流れ 
災害により重大な被害を受けた場合においては、被災後における復興に向けた取組を総合

的かつ計画的に推進するため、墨田区災害復興基本条例及び墨田区災害復興本部の設置及び

運営に関する規則に基づき「墨田区災害復興本部」を設置し、その設置から２週間以内に「墨

田区災害復興基本方針」を決定する。 

 

第２節 災害復興計画の策定 
区長は、「墨田区災害復興基本方針」及び本部長の私的諮問機関である「墨田区災害復興検討

会議」の提言に基づき、「墨田区災害復興計画原案」を作成し、パブリックコメント等の手続を

経て、「墨田区災害復興計画」とし、各種広報媒体を活用し、広く区民に公表・周知する。 

なお、分野別の復興計画については、「墨田区災害復興基本方針」及び「墨田区災害復興検討

会議」の提言並びに「墨田区災害復興計画」に基づき、関係各部が策定する。 

 

第１項 災害復興計画体系 
「暮らしの復興」を成し遂げるために、その柱として「こころとからだの復興」「住まいと

まちの復興」「産業と学業の復興」の３つを打ち出し、「墨田区災害復興計画」を策定するもの

とする。 

また、復興の主体を被災区民とし、公助としての行政、共助としてのＮＰＯやボランティ

ア、各種の専門家集団が支援し、地域協働復興の体制を整える。 

さらに、被災者のいち早い復興を立ち上げるために、暫定的な生活の場を確保し、できる限

り従前居住地での暮らしのシステムを壊さないよう、地域復興を図る。 
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第２項 災害復興計画の位置付け 
災害復興計画の位置付けについては①「墨田区災害復興計画」を「墨田区基本計画」に代わ

るものとして策定②「墨田区災害復興計画」を「墨田区基本計画」の下位計画として策定、の

２つの場合を想定し、実際の被害規模や被災後の諸事情を勘案して選択する。 

 

第３項 地域復興計画の尊重 
区は復興区民組織（復興編第４章第２節第２項「復興区民組織」参照）から「地域復興計画」

の提案があった場合は、その計画を尊重するとともに、「墨田区災害復興計画」と「地域復興

計画」に齟齬が生じた場合には調整に当たる。 

 

第３節 特定分野計画の策定 
急務となる分野に関しては、災害復興計画の策定と並行して分野別復興計画を策定する。 

墨田区災害復興計画 
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一時的事業スペースの確保支援 

事業所の再建支援 

事業再開支援 

雇用対策 

観光復興 

消費生活 

教育活動の再開 

被災児童・生徒への支援 

社会教育・体育施設等の再建 

その他 

分野別復興計画 

分

野

別

復

興

計

画

の

策

定 

医療 

保健 

福祉 

住宅・住環境 

市街地 

都市基盤 

地域コミュニティ 

産業・雇用 

消費生活 

学校 

生涯学習 

社会教育・体育 

財源の確保 

その他 

【災害復興計画体系の基本的考え方】 

応急的な住宅の供給 

区営住宅等の供給 

住宅再建支援 

民間賃貸住宅入居支援 

復興まちづくり計画等の策定 

都市基盤・市街地の復興 

地域コミュニティの復興支援 

文化財の復興・補修 

その他 

地域医療体制の再構築 

医療機関の機能回復 

保健対策 

生活環境の整備 

社会福祉施設の再建 

福祉サービス体制の整備 

生活支援対策 

ボランティア等の市民活動の支援 

外国人支援対策 

その他 
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第３章 災害復興計画の策定 

第１節 災害復興基本方針の策定 
第１項 復興の基本方針 

復興対策の基本方針は、次のとおりとする。 

１ 暫定的な生活及び生業の場を確保するなど、被災による都市・生活構造の急激な変化を

最小限に止め、できる限り被災者の経済的・身体的・精神的負荷の軽減を図る。 

２ 地域の力を最大限に引き出し、区民、事業者、ＮＰＯ、ボランティア、行政との協働に

よる地域社会の復興を推進する。 

３ 被災後における応急・復旧対策と復興対策との連携、復興対策とその後の平常時の行政

施策との連携を図る。 

４ 建物・沿道の不燃化促進や都市施設の整備、オープンスペースの確保、コミュニティ住

宅の供給等を含む密集市街地の改善・整備、まちづくりへの区民参加の促進など、区がこ

れまでに取り組んできた災害に強い地域づくりの知恵と経験を活かしていく。 

 

第２項 災害復興基本方針決定までの流れ 
災害により重大な被害を受けた場合においては、被災後における復興に向けた取組を総合

的かつ計画的に推進するため、墨田区災害復興基本条例及び墨田区災害復興本部の設置及び

運営に関する規則に基づき「墨田区災害復興本部」を設置し、その設置から２週間以内に「墨

田区災害復興基本方針」を決定する。 

 

第２節 災害復興計画の策定 
区長は、「墨田区災害復興基本方針」及び本部長の私的諮問機関である「墨田区災害復興検討

会議」の提言に基づき、「墨田区災害復興計画原案」を作成し、パブリックコメント等の手続を

経て、「墨田区災害復興計画」とし、各種広報媒体を活用し、広く区民に公表・周知する。 

なお、分野別の復興計画については、「墨田区災害復興基本方針」及び「墨田区災害復興検討

会議」の提言並びに「墨田区災害復興計画」に基づき、関係各部が策定する。 

 

第１項 災害復興計画体系 
「暮らしの復興」を成し遂げるために、その柱として「こころとからだの復興」「住まいと

まちの復興」「産業と学業の復興」の３つを打ち出し、「墨田区災害復興計画」を策定するもの

とする。 

また、復興の主体を被災区民とし、公助としての行政、共助としてのＮＰＯやボランティ

ア、各種の専門家集団が支援し、地域協働復興の体制を整える。 

さらに、被災者のいち早い復興を立ち上げるために、暫定的な生活の場を確保し、できる限

り従前居住地での暮らしのシステムを壊さないよう、地域復興を図る。 
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第２項 災害復興計画の位置付け 
災害復興計画の位置付けについては①「墨田区災害復興計画」を「墨田区基本計画」に代わ

るものとして策定②「墨田区災害復興計画」を「墨田区基本計画」の下位計画として策定、の

２つの場合を想定し、実際の被害規模や被災後の諸事情を勘案して選択する。 

 

第３項 地域復興計画の尊重 
区は復興区民組織（復興編第４章第２節第２項「復興区民組織」参照）から「地域復興計画」

の提案があった場合は、その計画を尊重するとともに、「墨田区災害復興計画」と「地域復興

計画」に齟齬が生じた場合には調整に当たる。 

 

第３節 特定分野計画の策定 
急務となる分野に関しては、災害復興計画の策定と並行して分野別復興計画を策定する。 
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【災害復興計画体系の基本的考え方】 
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第４章 復興の全体像 

第１節 多様な主体の協働による復興の推進 
復興対策の推進に当たっては、区民一人一人の取組、区民同士の協働による取組、それを支え

る専門家やＮＰＯ等の活動など、自助・共助の取組を推進するとともに、それらに対して区をは

じめとする行政が積極的に支援することにより、自助・共助・公助のバランスの取れた復興を進

める。 

 

第１項 区の役割 
１ 災害復興本部の設置・運営 

必要に応じて災害復興本部を設置し、必要な施策を実施する。また、「災害復興基本方

針」及び「災害復興計画」を策定する。 

 

２ 暫定的な生活の場の確保 

被災者のいち早い復興を立ち上げるため、被災者が被災地を離れずに復興事業に携わる

ことができるよう、暫定的な生活の場を確保する。 

 

３ 地域協働復興の推進 

「災害復興計画」の策定に当たっては、区民等の意見を十分に聴取するよう努めるとと

もに、復興対策の実施においては、区民等の適切な合意形成に努める。 

そのため、自助・共助・公助の連携による地域協働復興を進めることとし、認定要件を

満たす復興区民組織（次頁参照）からの申請により地域復興協議会の認定を行うほか、復

興区民組織への適切な支援や平常時における区民主体の地域づくり活動の支援などを行

う。 

また、専門家及びＮＰＯ等の活動機会の拡充など必要な支援を講じるよう努める。 

 

第２項 区民、事業者、専門家等との連携 
区民及び地域内に居住する事業者は、自立的かつ相互に協力し合いながら、自らの生活及

び生業の復興並びに地域協働復興に努めることとし、区民等とそれらを支える専門家等は、

災害復興基本方針及び災害復興計画に協力し、実現を目指していく。 

また、復興区民組織は、地域内に居住する区民及び事業者の合意形成を図り、地域復興のた

めの企画、立案、実行等に取り組み、地域の復興に努める。 

 

第３項 国、東京都との連携 
災害発生後の復興対策、施策を円滑に実施するために、財源の確保や法制度の運用等支援

が必要となることから、国及び都と連携を図り復興に努める。 
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第２節 地域協働復興の推進 
第１項 地域協働復興の考え方 

区は、災害により重大な被害を受けた場合において、被災後における地域住民の力を最大

限に活かした復興を推進するため、区民、事業者、ＮＰＯ・ボランティア、専門家、行政など

多様な主体の連携と協働による地域社会の復興を図る。 

この多様な主体の協働による復興の中心的存在は区民であるとして、災害時における復興

区民組織の活動を支援するとともに、平常時から区民及び地域組織の育成及び活動を支援す

る。 

 

第２項 復興区民組織 
復興区民組織とは、地域協働復興活動の推進を目的として、地域住民等を構成員として組

織された団体であり、そのうち区長が「墨田区地域協働復興の推進に関する規則」に基づき認

定した復興区民組織を地域復興協議会という。 

地域復興協議会は、地域社会の復興を総合的かつ計画的に推進するための主体として、地

域の合意を図り、地域復興に関する計画等の協働立案、提案を行うとともに、地域復興に関す

るルールづくりや公共施設等の協働運営、復興事業への直接参加などにより、復興地域づく

りを進めるものとする。 

なお、復興区民組織の形態については、地域防災活動拠点会議や町会、自治会、商店会、ま

ちづくり等の活動グループが復興区民組織として連携し、活動することを想定する。 

 

第３項 災害復興支援組織 
災害復興支援組織とは、地域協働復興支援に関する専門能力を有する者のうち、墨田区災

害復興支援組織設置要綱に基づき登録を行った者等により構成される。 

本組織においては、平常時は、本区の復興体制に関する検討、防災まちづくりへの支援及び

復興に関する事前研究を行い、災害により重大な被害を受けた場合は、復興区民組織及び地

域復興協議会に対する専門能力を活用した支援及び災害復興計画策定に関する提案を行う。 

 

※ Ⅰ-10：墨田区災害復興支援組織設置要綱（別冊 P25参照） 
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第４章 復興の全体像 

第１節 多様な主体の協働による復興の推進 
復興対策の推進に当たっては、区民一人一人の取組、区民同士の協働による取組、それを支え

る専門家やＮＰＯ等の活動など、自助・共助の取組を推進するとともに、それらに対して区をは

じめとする行政が積極的に支援することにより、自助・共助・公助のバランスの取れた復興を進

める。 

 

第１項 区の役割 
１ 災害復興本部の設置・運営 

必要に応じて災害復興本部を設置し、必要な施策を実施する。また、「災害復興基本方

針」及び「災害復興計画」を策定する。 

 

２ 暫定的な生活の場の確保 

被災者のいち早い復興を立ち上げるため、被災者が被災地を離れずに復興事業に携わる

ことができるよう、暫定的な生活の場を確保する。 

 

３ 地域協働復興の推進 

「災害復興計画」の策定に当たっては、区民等の意見を十分に聴取するよう努めるとと

もに、復興対策の実施においては、区民等の適切な合意形成に努める。 

そのため、自助・共助・公助の連携による地域協働復興を進めることとし、認定要件を

満たす復興区民組織（次頁参照）からの申請により地域復興協議会の認定を行うほか、復

興区民組織への適切な支援や平常時における区民主体の地域づくり活動の支援などを行

う。 

また、専門家及びＮＰＯ等の活動機会の拡充など必要な支援を講じるよう努める。 

 

第２項 区民、事業者、専門家等との連携 
区民及び地域内に居住する事業者は、自立的かつ相互に協力し合いながら、自らの生活及

び生業の復興並びに地域協働復興に努めることとし、区民等とそれらを支える専門家等は、

災害復興基本方針及び災害復興計画に協力し、実現を目指していく。 

また、復興区民組織は、地域内に居住する区民及び事業者の合意形成を図り、地域復興のた

めの企画、立案、実行等に取り組み、地域の復興に努める。 

 

第３項 国、東京都との連携 
災害発生後の復興対策、施策を円滑に実施するために、財源の確保や法制度の運用等支援

が必要となることから、国及び都と連携を図り復興に努める。 
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第２節 地域協働復興の推進 
第１項 地域協働復興の考え方 

区は、災害により重大な被害を受けた場合において、被災後における地域住民の力を最大

限に活かした復興を推進するため、区民、事業者、ＮＰＯ・ボランティア、専門家、行政など

多様な主体の連携と協働による地域社会の復興を図る。 

この多様な主体の協働による復興の中心的存在は区民であるとして、災害時における復興

区民組織の活動を支援するとともに、平常時から区民及び地域組織の育成及び活動を支援す

る。 

 

第２項 復興区民組織 
復興区民組織とは、地域協働復興活動の推進を目的として、地域住民等を構成員として組

織された団体であり、そのうち区長が「墨田区地域協働復興の推進に関する規則」に基づき認

定した復興区民組織を地域復興協議会という。 

地域復興協議会は、地域社会の復興を総合的かつ計画的に推進するための主体として、地

域の合意を図り、地域復興に関する計画等の協働立案、提案を行うとともに、地域復興に関す

るルールづくりや公共施設等の協働運営、復興事業への直接参加などにより、復興地域づく

りを進めるものとする。 

なお、復興区民組織の形態については、地域防災活動拠点会議や町会、自治会、商店会、ま

ちづくり等の活動グループが復興区民組織として連携し、活動することを想定する。 

 

第３項 災害復興支援組織 
災害復興支援組織とは、地域協働復興支援に関する専門能力を有する者のうち、墨田区災

害復興支援組織設置要綱に基づき登録を行った者等により構成される。 

本組織においては、平常時は、本区の復興体制に関する検討、防災まちづくりへの支援及び

復興に関する事前研究を行い、災害により重大な被害を受けた場合は、復興区民組織及び地

域復興協議会に対する専門能力を活用した支援及び災害復興計画策定に関する提案を行う。 

 

※ Ⅰ-10：墨田区災害復興支援組織設置要綱（別冊 P25参照） 
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第５章 地域力を生かした復興プロセス 

第１節 復興市街地づくり 
復興市街地づくりにおいては、区民の「暮らしの復興」に資するための住宅や工場、商店等の

再建など、地域の特性を生かした活力のある災害に強い市街地の形成を目指し、従前の市街地特

性、すなわち、都市基盤施設の整備状況と被害状況によって、連続復興、修復型復興、クリアラ

ンス復興等の復興市街地づくりを進める。 

 

第２節 復興市街地づくりの手順 
本区における復興市街地づくりは、次の手順で行う。 

１ 家屋被害概況調査 

（１）家屋被害概況調査の実施 

（２）家屋被害台帳の作成・公表 

２ 家屋被害状況調査 

（１）家屋被害状況調査の実施 

（２）家屋被害状況情報の公表 

３ 墨田区都市復興基本方針の策定・公表 

４ 第一次建築制限（建築基準法第 84条） 

（１）建築制限区域の指定・告示 

５ 復興対象地区の指定・告示 

６ 墨田区都市復興基本計画（骨子案）の検討・策定・公表 

７ 第二次建築制限（被災市街地復興特別措置法第７条） 

（１）被災市街地復興推進地域（案）の作成と都市計画決定・告示 

８ 復興まちづくり計画等の策定・公表 

９ 墨田区都市復興基本計画の策定・公表 

10 災害復興事業の推進 

復復興興編編  第第６６章章  復復興興対対策策のの財財源源確確保保  
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第６章 復興対策の財源確保 

震災後においては、応急対策から復興対策に係る財政需要が増大することが予想される。特

に、本格的な復興を迅速かつ円滑に実施するためには、災害発生後の早い時期から財源の確保

に向けた取組が必要である。 

このため、災害直後からできる限り早い時期に復興対策に係る財政需要の見込額を算定し、

予算の執行方針を策定することとする。 

また、区が単独で復興対策に係る財源を十分に確保することは困難であることから、国・都

に対して現行制度・事業の特例措置の要望等を行い、財源の確保に努めることとする。 

さらに、都において、国及び被災区市町村と協議の上、復興基金を設立することとしており、

都等と緊密な連携を図りながら取り組むこととする。 
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第５章 地域力を生かした復興プロセス 

第１節 復興市街地づくり 
復興市街地づくりにおいては、区民の「暮らしの復興」に資するための住宅や工場、商店等の

再建など、地域の特性を生かした活力のある災害に強い市街地の形成を目指し、従前の市街地特

性、すなわち、都市基盤施設の整備状況と被害状況によって、連続復興、修復型復興、クリアラ

ンス復興等の復興市街地づくりを進める。 

 

第２節 復興市街地づくりの手順 
本区における復興市街地づくりは、次の手順で行う。 

１ 家屋被害概況調査 

（１）家屋被害概況調査の実施 

（２）家屋被害台帳の作成・公表 

２ 家屋被害状況調査 

（１）家屋被害状況調査の実施 

（２）家屋被害状況情報の公表 

３ 墨田区都市復興基本方針の策定・公表 

４ 第一次建築制限（建築基準法第 84条） 

（１）建築制限区域の指定・告示 

５ 復興対象地区の指定・告示 

６ 墨田区都市復興基本計画（骨子案）の検討・策定・公表 

７ 第二次建築制限（被災市街地復興特別措置法第７条） 

（１）被災市街地復興推進地域（案）の作成と都市計画決定・告示 

８ 復興まちづくり計画等の策定・公表 

９ 墨田区都市復興基本計画の策定・公表 

10 災害復興事業の推進 
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第６章 復興対策の財源確保 

震災後においては、応急対策から復興対策に係る財政需要が増大することが予想される。特

に、本格的な復興を迅速かつ円滑に実施するためには、災害発生後の早い時期から財源の確保

に向けた取組が必要である。 

このため、災害直後からできる限り早い時期に復興対策に係る財政需要の見込額を算定し、

予算の執行方針を策定することとする。 

また、区が単独で復興対策に係る財源を十分に確保することは困難であることから、国・都

に対して現行制度・事業の特例措置の要望等を行い、財源の確保に努めることとする。 

さらに、都において、国及び被災区市町村と協議の上、復興基金を設立することとしており、

都等と緊密な連携を図りながら取り組むこととする。 
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